
 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る

条
例 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
） 

第
二
条 

法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る

流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
に
共
通
す
る
構
造
の
技
術
上
の
基
準
） 

第
三
条 

排
水
施
設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
処
理
施

設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
共
通
す
る
構
造
の
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

自
重
、
水
圧
、
積
載
荷
重
、
土
圧
、
地
震
力
そ
の
他
の
荷
重
に
対
し
て
安
全
で
耐
久
力
を

有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

地
震
に
よ
っ
て
下
水
の
排
除
及
び
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
地
盤
の
改
良
、
可
撓と

う

継

手
の
設
置
そ
の
他
の
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

維
持
管
理
及
び
改
築
に
伴
う
費
用
の
節
減
に
配
慮
し
た
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
配
慮
し
た
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 

五 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
耐
水
性
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
漏
水
及
び
地
下
水
の
浸
入
を

最
少
限
度
の
も
の
と
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

六 

屋
外
に
あ
る
も
の
（
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
と
し
て
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
覆
い
又
は

柵
の
設
置
そ
の
他
下
水
の
飛
散
を
防
止
し
、
及
び
人
の
立
入
り
を
制
限
す
る
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。 

 

七 

下
水
の
貯
留
等
に
よ
り
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
そ

の
他
の
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
造
り
、
又
は
腐
食
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。 

 

（
排
水
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
） 

第
四
条 

排
水
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

 

一 

排
水
管
の
内
径
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
管
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
内
径
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
計
画
下
水
量
に
応
じ
、
排
除
す
べ
き



下
水
を
支
障
な
く
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

       

二 

排
水
渠き

ょ

の
断
面
積
は
、
五
千
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

下
水
に
含
ま
れ
る
固
形
物
が
堆
積
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
下
水
の
流
下
に
よ
る
損
傷
が
生
じ

な
い
よ
う
、
計
画
下
水
量
に
対
し
原
則
と
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
管
渠き

ょ

（
排
水
管

又
は
排
水
渠き

ょ

を
い
う
。
）
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
流
速
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

      

四 

暗
渠き

ょ

そ
の
他
の
地
下
に
設
け
る
構
造
の
部
分
で
流
下
す
る
下
水
に
よ
り
気
圧
が
急
激
に
変

動
す
る
箇
所
に
あ
っ
て
は
、
排
気
口
の
設
置
そ
の
他
気
圧
の
急
激
な
変
動
を
緩
和
す
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

暗
渠き

ょ

で
あ
る
構
造
の
部
分
の
下
水
の
流
路
の
方
向
又
は
勾
配
が
著
し
く
変
化
す
る
箇
所
そ

の
他
管
渠き

ょ

の
清
掃
上
必
要
な
箇
所
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
。 

 

六 

ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
に
は
、
蓋
（
汚
水
を
排
除
す
べ
き
ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
に
あ
っ

て
は
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
蓋
）
を
設
け
る
こ
と
。 

 

（
処
理
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
条 

処
理
施
設
（
終
末
処
理
場
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造

の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

脱
臭
施
設
の
設
置
そ
の
他
臭
気
の
発
散
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

汚
泥
処
理
施
設
（
汚
泥
を
処
理
す
る
処
理
施
設
を
い
う
。
第
七
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
、
排
液
又
は
残
さ
い
物
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の

健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

三 

汚
泥
焼
却
炉
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
よ
う
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

自
然
流
下
に
よ
ら
な
い
排
水
管 

雨
水
管
及
び
合
流
管 

汚
水
管 

管
の
種
類 

三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル 

二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル 

二
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル 内

径 

 

雨
水
管
渠き

ょ

及
び
合
流
管
渠き

ょ 

汚
水
管
渠き

ょ 

管
渠き

ょ

の
種
類 

〇
・
八
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下 

〇
・
六
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下 

流
速 
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（
適
用
除
外
） 

第
六
条 

前
三
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

工
事
を
施
行
す
る
た
め
に
仮
に
設
け
ら
れ
る
流
域
下
水
道 

二 
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
る
流
域
下
水
道 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
） 

第
七
条 

法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

活
性
汚
泥
を
使
用
す
る
処
理
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
活
性
汚
泥
の
解
体
又
は
膨
化
を
生
じ

な
い
よ
う
に
エ
ア
レ
ー
シ
ョ
ン
を
調
節
す
る
こ
と
。 

 

二 

沈
砂
池
又
は
ち
ん
で
ん
池
の
泥
溜た

め
に
砂
、
汚
泥
等
が
満
ち
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ

を
除
去
す
る
こ
と
。 

 

三 

急
速
濾ろ

過
法
に
よ
る
と
き
は
、
濾ろ

床
が
詰
ま
ら
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
そ
の
洗
浄
等
を
行

う
と
と
も
に
、
濾ろ

材
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
水
量
又
は
水
圧
を
調
節
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
の
ほ
か
、
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

五 

臭
気
の
発
散
及
び
蚊
、
は
え
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
構
内
の
清
潔
を
保

持
す
る
こ
と
。 

 

六 

前
号
の
ほ
か
、
汚
泥
処
理
施
設
に
は
、
汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
、
排
液
又
は
残
さ
い
物

に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
企
業
管
理
規
程

で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

汚
泥
焼
却
炉
に
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
よ
う
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

終
末
処
理
場
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
、
生
活
に
伴
う
排
水
の
改
善
等
に
よ
っ
て
下

水
処
理
の
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
、
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
情
報
提
供
に
努

め
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
流
域
下
水
道
で
あ
っ
て
、
第
三
条
第
二
号
又
は
第
五
条

第
三
号
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
改
築
（
災
害

復
旧
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
流
域
下
水
道
に
関
す
る
工
事
以
外
の
工
事
に
よ
り
必
要
を
生

じ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
と
、
第
五
条
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は



「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月 

日
提
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